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購
入
資
料
紹
介
　
　
秀
吉
文
書
に
つ
い
て

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
八
月
二
九
日
付
け
で
家
臣
木
全
又
左
衛
門
　
（
忠
澄
）
　
と
そ
の
子
瀧
川

彦
二
郎
　
（
忠
征
・
後
の
尾
張
徳
川
家
家
老
）
　
に
宛
て
た
朱
印
状
。
今
切
よ
り
西
に
あ
る
遠
江
国
内

山
田
　
昭
彦
　
　
八
千
石
分
の
人
夫
に
つ
い
て
は
、
吉
田
城
付
け
に
加
え
て
岐
阜
侍
従
（
池
田
輝
政
）
に
渡
す
よ
う

に
宮
部
中
務
卿
法
印
　
（
宮
部
継
潤
）
　
へ
伝
え
ま
し
た
。
宮
部
の
指
示
に
従
い
引
き
渡
す
よ
う
に
し
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本
稿
で
は
、
平
成
三
〇
年
　
（
二
〇
一
八
）
　
度
に
岐
阜
県
博
物
館
が
購
入
し
た
秀
吉
関
連
資
料
二

点
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
紹
介
す
る
。

1
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
　
　
四
四
・
三
　
×
　
六
四
・
二
m
　
　
原
装
　
（
裏
打
無
　
未
表
装
）

て
く
だ
さ
い
。
従
っ
て
今
切
川
原
に
あ
る
三
千
石
分
の
人
夫
に
つ
い
て
は
御
代
官
へ
返
す
よ
う
に

し
．
て
く
だ
さ
い
と
あ
る
。

小
田
原
北
条
氏
降
伏
に
伴
う
家
康
の
関
東
転
封
に
よ
っ
て
、
家
康
の
旧
領
に
は
豊
臣
配
下
の
大

名
が
入
封
し
た
。
駿
河
国
で
は
、
中
村
一
氏
が
駿
府
城
に
入
り
、
遠
江
国
で
は
、
懸
川
城
に
山
内

一
豊
、
浜
松
城
に
堀
尾
吉
晴
が
入
っ
た
。
三
河
国
で
は
、
田
中
吉
政
が
岡
崎
城
主
と
な
り
、
岐
阜

城
主
で
あ
っ
た
池
田
輝
政
が
三
河
吉
田
　
（
豊
橋
）
城
主
と
な
っ
た
l
。
こ
の
書
状
は
そ
の
際
に
と
ら

れ
た
秀
吉
に
よ
る
輝
政
の
人
的
支
配
に
関
す
る
処
遇
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
輝
政
が
岐
阜
か
ら
三

河
吉
田
へ
移
封
す
る
時
期
の
動
向
が
窺
え
る
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
同
月
二
五
日
付
の
同
名
宛
文
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

従
今
切
西
二
在
之

遠
州
内
八
千
石
人
夫
事

吉
田
城
付
之
内
二
相
加

岐
阜
侍
従
二
可
相
渡
由

宮
部
中
務
卿
法
印
方
へ

被
仰
出
候
て
切
か
た
宮
部

法
印
次
第
二
可
引
渡
候

然
者
今
切
川
原
二
在
之

三
千
石
人
夫
返
旨
御
代
官

可
仕
候
也

八
月
廿
九
日
　
（
朱
印
）

木
全
又
左
衛
門
と
の
へ

瀧
川
彦
二
郎
と
の
へ

（
参
考
資
料
一
）

木
全
又
左
衛
門
尉
他
宛
朱
印
状
2「

木
俣
碩
雄
氏
所
蔵
文
書
」

遠
州
内
西
海
州
八
千
八
百
八
十
七
石
井
東
海
州
三
千
三
百
五
十
石
、
都

合
壱
万
弐
千
弐
百
三
拾
七
石
事
、
為
御
蔵
入
御
代
官
被
仰
付
候
条
、
令

取
沙
汰
可
運
上
候
也
、

天
正
十
八

八
月
廿
五
日
　
（
朱
印
）

木
全
又
左
衛
門
尉
と
の
へ

瀧
川
彦
二
郎
と
の
へ

（
1
）
　
文
書
の
内
容

こ
こ
に
は
、
今
切
を
挟
ん
だ
東
海
州
　
（
三
三
五
〇
石
）
　
西
海
州
　
（
八
八
八
七
石
）
　
合
わ
せ
て
一

二
二
三
七
石
に
つ
い
て
は
、
蔵
人
地
と
し
て
代
官
が
管
理
す
る
旨
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

同
地
は
、
豊
臣
政
権
の
蔵
人
地
と
さ
れ
る
が
、
四
日
後
の
二
九
日
付
秀
吉
朱
印
状
に
は
西
海
州
分

の
人
夫
に
つ
い
て
は
輝
政
の
支
配
に
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
池
田
氏
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彦昭田山

の
領
域
に
つ
い
て
は
、
次
に
紹
介
す
る
資
料
の
よ
う
に
新
居
の
渡
船
管
理
な
ど
遠
江
国
に
も
一
部

入
り
込
ん
だ
支
配
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
3
。

（
参
考
資
料
二
）

遠
州
今
切
新
居
渡
船
之
事
、
往
還
書
一
夜
無
油
断
可
通
用
。
自
余
之
渡
不
准
故
、
屋
敷
拾
町
弐
段

遣之、井
諸
役
以
下
令
免
許
者
也
。

文
禄
四
年
十
二
月
廿
二
日

照
政
　
（
花
押
）

守
舟
中

今
回
購
入
し
た
書
状
は
、
そ
う
し
た
指
摘
の
端
緒
を
記
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
宮
部
継
潤
と
は

こ
こ
で
こ
の
差
配
を
扱
っ
た
宮
部
中
務
卿
法
印
　
（
継
潤
）
　
の
略
歴
を
み
て
お
く
。

宮
部
継
潤
は
、
近
江
国
浅
井
郡
宮
部
の
出
身
。
浅
井
長
政
に
仕
え
た
が
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）

羽
柴
秀
吉
の
調
略
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
秀
吉
の
甥
を
養
子
　
（
宮
部
吉
継
・
後
の
羽
柴
秀
次
）
　
と

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
秀
吉
の
与
力
と
し
て
中
国
攻
め
に
従
い
、
但
馬
方
面
の
攻
略
に
貢
献
。
天

正
八
年
　
（
一
五
八
〇
）
　
に
は
、
但
馬
豊
岡
城
主
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
秀
吉
の
も
と
山
陰
方
面
の

対
毛
利
前
線
で
活
躍
し
、
翌
九
年
　
（
一
五
八
一
）
　
吉
川
経
家
が
降
伏
し
た
後
、
鳥
取
城
代
と
な
っ

た
。
本
能
寺
の
変
後
に
は
、
正
式
に
鳥
取
城
主
と
な
り
、
五
万
九
七
一
石
　
（
う
ち
但
馬
国
二
方
郡

七
三
七
二
石
）
　
を
領
し
た
。
そ
の
後
も
、
九
州
攻
め
や
小
田
原
北
条
氏
の
攻
略
と
い
っ
た
秀
吉
の

全
国
統
一
に
従
っ
た
。
経
済
分
野
で
優
れ
た
能
力
を
発
揮
し
、
先
述
の
小
田
原
仕
置
き
後
の
、
三

河
国
検
地
で
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
文
禄
二
年
　
（
一
五
九
三
）
　
に
は
、
大
友
義
統
改
易
後

の
豊
後
国
の
検
地
を
山
口
宗
弘
と
共
に
担
当
し
た
。
ま
た
同
年
、
因
幡
巨
濃
郡
に
因
幡
銀
山
を
開

き
、
一
時
は
但
馬
生
野
銀
山
に
次
ぐ
銀
の
産
出
を
み
て
い
る
。
慶
長
元
年
　
（
一
五
九
六
）
　
嫡
子
長

房
（
長
照
）
　
に
家
督
を
譲
っ
た
が
そ
の
後
も
秀
吉
の
御
伽
衆
を
務
め
つ
つ
、
政
務
に
も
関
わ
っ
た
。

慶
長
四
年
　
（
一
五
九
九
）
　
閏
三
月
、
前
年
八
月
に
亡
く
な
っ
た
秀
吉
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
亡
く

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
宮
部
継
潤
は
、
羽
柴
秀
吉
配
下
の
武
将
と
し
て
山
陰
戦
線
で
軍
功
を
挙
げ
た
後
、

豊
臣
氏
の
奉
行
人
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
文
禄
四
年
七
月
二
十
付
織
田
信

雄
他
血
判
起
請
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
起
請
文
は
、
豊
臣
秀
次
が
高
野
山
で
切
腹
し
た
五
日
後

に
、
秀
吉
が
常
真
（
織
田
信
雄
）
、
羽
柴
筑
前
中
納
言
（
秀
俊
）
、
羽
柴
江
戸
中
納
言
（
徳
川
秀
忠
）

な
ど
都
合
三
十
名
の
諸
大
名
に
対
し
て
、
お
ひ
ろ
い
様
に
対
す
る
忠
節
と
秀
吉
の
決
め
た
法
度
を

守
る
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
宛
所
に
は
、
宮
部
中
務
卿
法
印
・
民
部
卿
法
印
　
（
前
田
玄

以
「
富
田
左
近
将
監
（
一
白
）
・
増
田
右
衛
門
尉
（
長
盛
）
・
石
田
治
部
少
輔
（
三
成
）
・
長
束
大

蔵
太
輔
　
（
正
家
）
　
の
順
で
記
さ
れ
て
お
り
、
筆
頭
に
宮
部
継
潤
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
目

を
引
く
。
ま
た
同
日
付
の
前
田
利
家
血
判
起
請
文
は
、
宮
部
中
務
卿
法
印
・
民
部
卿
法
印
・
富
田

左
近
将
監
・
長
束
大
蔵
太
輔
・
石
田
治
部
少
輔
・
増
田
右
衛
門
尉
の
順
で
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
や

は
り
同
じ
く
宛
所
の
筆
頭
で
記
さ
れ
て
い
る
。
豊
臣
政
権
の
奉
行
人
は
、
政
権
末
期
い
わ
ゆ
る
五

奉
行
と
さ
れ
る
面
々
の
印
象
が
強
い
が
、
そ
の
前
段
階
に
お
い
て
、
継
潤
は
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
4
。

そ
れ
で
は
、
何
故
継
潤
の
姿
が
歴
史
上
希
薄
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
第
一
に
宮
部
自
身
、
生
年
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
豊
臣
政
権
内
の
吏
僚
と
し
て
は
高
齢
で
活
躍
の
場
が
減
少
し
て
い
っ
た
こ

と
、
第
二
に
嗣
子
長
房
は
、
慶
長
五
年
　
（
一
六
〇
〇
）
　
徳
川
家
康
の
会
津
攻
め
に
最
初
参
加
す
る

も
家
中
を
ま
と
め
ら
れ
ず
、
自
身
西
軍
へ
の
与
同
が
疑
わ
れ
る
行
動
を
と
っ
た
た
め
岡
崎
城
に
押

し
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
田
中
吉
政
ら
の
取
成
し
も
不
調
に
終
わ
り
、
関
ケ
原
合
戦
後
に

改
易
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
継
潤
没
後
僅
か
一
年
余
り
で
大
名
家
と
し
て
の
宮
部
家
は
立
ち
行

か
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
宮
部
継
潤
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
一
因
と
い
え
よ
う
。

2
　
羽
柴
秀
吉
知
行
目
録

三
一
・
七
　
×
　
五
〇
c
m
　
　
（
裏
打
有
　
未
表
装
）

知
行
分
所
々
目
録
事

一
参
百
石
　
　
播
州
明
石
内

一
弐
百
石
　
　
上
山
城
内

一
弐
千
四
拾
石
江
州
栗
太
内

矢
嶋

一
五
百
五
拾
四
石
河
州
八
上
郡
内

中
村
郷
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合
参
千
石

天
正
拾
壱
年
八
月
朔
日
秀
吉
　
（
花
押
）

加
藤
孫
六
殿

（
1
）
　
文
書
の
内
容

天
正
二
年
（
一
五
八
三
）
　
八
月
一
日
付
け
で
加
藤
嘉
明
に
宛
て
ら
れ
た
知
行
目
録
。
同
年
四

月
の
賎
ケ
岳
の
戦
い
で
の
嘉
明
の
活
躍
に
対
し
て
知
行
　
（
領
地
）
　
が
与
え
ら
れ
た
知
行
宛
行
状
と

と
も
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
嘉
明
は
播
磨
国
明
石
内
　
（
兵
庫
県
明
石
市
）

に
て
三
百
石
、
山
城
国
内
　
（
京
都
府
）
　
に
て
二
百
石
、
近
江
国
栗
太
　
（
田
）
　
内
矢
島
　
（
滋
賀
県
守

山
市
）
　
に
て
二
〇
四
〇
石
、
河
内
国
八
上
郡
内
中
村
郷
　
（
大
阪
府
堺
市
）
　
に
て
五
五
四
石
の
三
〇

九
四
石
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
天
正
一
四
年
　
（
一
五
八
六
）
　
淡
路
志
智
一
万
五
千
石
、
文
禄
四

（
一
五
九
五
）
伊
予
松
前
六
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。
関
ケ
原
合
戦
に
も
参
加
し
二
〇
万
石
に
加
増
、

寛
永
四
年
　
（
一
六
二
七
）
　
に
は
会
津
四
〇
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
こ
の
資
料
は
加
藤
嘉
明
が
武

将
と
し
て
の
第
一
歩
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
発
給
さ
れ
た
知
行
宛
行
状
（
大
阪
城
天
守
閣
蔵
）
　
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
別
表
）
　
天
正
一
一
年
八
月
一
日
に
羽
柴
秀
吉
が
発
給
し
た
領
知
宛
行
状
等
一
覧
　
（
5
頁
）
　
の

と
お
り
、
天
正
一
一
年
八
月
一
日
に
は
、
秀
吉
に
よ
っ
て
多
く
の
知
行
宛
行
状
が
発
給
さ
れ
て
い

る
。
石
高
の
多
い
順
に
み
る
と
、
杉
原
家
次
　
（
三
二
一
〇
〇
石
＋
蔵
人
地
二
〇
六
六
〇
石
分
の
代

官
）
、
浅
野
長
吉
　
（
二
〇
三
〇
〇
石
）
　
と
秀
吉
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
一
族
へ
の
宛
行
が
み
ら
れ
る
。

次
に
近
江
の
山
崎
片
家
　
（
一
四
〇
〇
〇
石
）
、
美
濃
出
身
の
一
柳
直
末
　
（
六
二
〇
〇
石
＋
蔵
人
地
一

一
九
二
五
石
分
の
代
官
）
が
続
く
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
秀
吉
の
従
弟
と
さ
れ
る
福
島
正
則
（
五

〇
〇
〇
石
）
、
同
じ
く
親
類
と
さ
れ
る
加
藤
清
正
　
（
三
〇
〇
〇
石
）
　
の
他
、
糟
屋
武
則
　
（
三
〇
〇
〇

石
）
、
加
藤
嘉
明
　
（
三
〇
〇
〇
石
）
　
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
賎
ケ
岳
の
七
本
槍
と
称
さ
れ
た
面
々
が

続
く
。こ

れ
ら
の
領
知
目
録
の
な
か
に
は
、
「
村
」
　
が
み
ら
れ
ず
、
郡
内
と
記
さ
れ
る
も
の
、
地
名
の
み

や
郷
と
い
っ
た
様
々
な
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
実
施
さ
れ
た
太
閤
検
地
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
領
域
の
確
定
が
お
こ
な
わ
れ
、
在
地
か
ら
申
告
さ
れ
た
差
出
を
修
正
す
る
か
た
ち
で
行

な
わ
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
5
。

今
回
は
、
羽
柴
秀
吉
が
権
力
を
確
立
し
て
い
く
上
で
画
期
と
な
っ
た
賎
ケ
岳
の
合
戦
・
小
田
原

北
条
氏
攻
め
後
、
領
地
支
配
を
整
理
す
る
過
程
で
発
給
さ
れ
た
当
館
の
購
入
文
書
二
通
に
つ
い
て

紹
介
し
た
6
。

（
参
考
資
料
一
）

加
藤
孫
六
宛
領
知
宛
行
状

江
州
・
城
州
・
河
州
・
播
州
於
四
ヶ
国
之
内
所
々
、
都
合
三
千
石
事
、

目
録
別
紙
相
添
、
令
扶
助
華
、
永
代
全
可
領
知
之
状
如
件
、

天
正
拾
一

八
月
朔
日

か
藤
孫
六
殿

秀
吉
　
（
花
押
）

こ
こ
か
ら
も
加
藤
嘉
明
が
こ
の
時
、
畿
内
・
近
国
に
四
ヶ
所
の
領
地
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ

かる。（
2
）
　
天
正
一
一
年
八
月
一
日
付
知
行
宛
行
に
つ
い
て

（補注）1
　
池
田
輝
政
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
博
物
館
『
信
長
・
秀
吉
・
家
康
と
美
濃
池
田
家
－
大
御

乳
・
池
田
恒
興
・
輝
政
の
戦
い
－
』
　
（
岐
阜
県
・
二
〇
一
八
）
　
を
参
照
の
こ
と
。

2
　
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
四
』
　
（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
八
）

3
　
静
岡
県
編
『
静
岡
県
史
料
』
第
五
輯
（
静
岡
県
・
一
九
四
一
）
、
豊
橋
市
史
編
集
委
員
会
『
豊

橋
市
史
』
第
一
巻
　
（
豊
橋
市
・
一
九
七
三
）
、
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史
』

通
史
編
3
・
中
世
2
織
豊
　
（
愛
知
県
・
二
〇
一
八
）

4
　
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
『
因
幡
×
豊
臣
　
～
豊
臣
政
権
と
因
幡
の
大
名
～
』
（
二
〇
一
九
）
に

よ
れ
ば
、
宮
部
の
奉
行
人
と
し
て
の
役
割
は
、
押
し
並
べ
て
大
名
に
誓
約
さ
せ
た
り
、
処

罰
に
関
す
る
規
定
を
出
す
な
ど
、
個
々
の
大
名
と
の
交
渉
で
は
な
く
、
広
く
諸
大
名
に
対

し
て
制
限
や
規
制
を
与
え
る
際
に
政
務
の
表
側
に
出
て
く
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
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5
　
中
野
等
『
太
閤
検
地
　
秀
吉
が
目
指
し
た
国
の
か
た
ち
』
　
（
中
公
新
書
・
二
〇
一
九
）

6
　
天
正
二
二
年
　
（
一
五
八
五
）
　
羽
柴
秀
吉
は
、
近
衛
前
久
の
猶
子
と
な
り
藤
原
に
改
姓
し
て

関
白
と
な
り
、
さ
ら
に
新
姓
の
創
出
を
申
請
し
、
「
天
下
長
久
万
民
快
楽
」
の
意
を
込
め
て

豊
臣
と
改
姓
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
二
通
は
、
そ
の
前
後
で
発
給
者
を
羽
柴
秀
吉
、

豊
臣
秀
吉
と
し
た
。
羽
柴
は
名
字
で
あ
り
、
豊
臣
は
本
姓
で
あ
る
が
慣
例
に
従
っ
た
。



購入資料紹介　秀吉文書について

（別表）天正11年8月1日に羽柴秀吉が発給した領知宛行状等一覧

番号 �i�b�石高 ��ｨ��備考 

1 ��侏H��ﾛh��nX����h鵁�｢�32，100 俔ﾘ�(躪棹ﾅ9>���ﾘ)8xﾅ9>�����闇9>�� 

2 ��侏H��ﾛh��nX����h鵁�｢�20，660 俔ﾘ�(躪棹ﾅ9>��台所入目録＝蔵人地代官 

3 ��9nﾉnﾙ[ｨ������+xｶx�｢�20，300 俔ﾘ�(岑ﾖ(棹��ﾄ冏ｸﾅ9>�� 

4 伜(ﾞ依��鞆h��nX���兢�徂�｢�14，000 俔ﾘ�(蟹'�ﾅ9>���nﾈ�ﾅ9>���ﾊ(�8ﾅ9>�� 

5 �ｩoh�8���+ﾉih�｢�11，925 ��8�(����憙�(��ﾕﾘﾅ9>��台所入目録＝蔵人地代官 

6 �ｩoh�8���+ﾉih�｢�6，200 伜(�俛�>���$�xﾙ�巉�ﾅ9>�� 

7 兀�8x�8鉙���9�X�｢�5，000 俔ﾘ�(ﾄ��霰9>���憙�)Jｨ�8ﾅ9>�� 

8 �ｩ�ｸ夊�嚢��nX���騏��｢�3，000 僥H�(棹ﾌ8ﾅ9>���憙�(憖>�ﾅ9>�� 

9 ��:�ﾍX櫁���I�8�｢�3，000 俔ﾘ�(ﾄ��霰9>����8�(����憙�(袢|xﾅ9>�� 

11 乘��hﾛi�YWb�3，000 ���69nﾘ蓼���9���ｩ�8ｪ�>��判物 

12 亶i;�hｽ�ｨ�����3，000 俔ﾘ�(ﾊ(�8ﾅ9>�� 

13 ��H葎ﾛh��nX���佝�+ﾈ�｢�2，400 �ﾘ�)$�>ﾈﾅ9>�� 

14 俑�皐��ｷb�2，200 ��ｸ�(ﾈxﾅ9>�� 

15 �,968揵Jｩ��2，000 僥H�)tｹ8ﾈﾅ9>����ｸ�)n�69YHﾅ9>�� 

16 �,969u鞴���偬Hｷh�｢�1，200 俔ﾘ�)nﾈ�ﾅ9>����Y_ｸﾅ8��ﾙ>�ﾙ��Xﾊxﾅ84ｨ�ｩ>�� 

17 兢�ｼｸ��[ｨ����.Y{(�｢�1，034 僥H�)tｹ8ﾈﾅ9>����8�(���ｨｧ�>���憙�(ﾏ�nﾈﾅ9>�� 

18 傅ﾈ�抦ﾜｸ鵁�亳y�ﾘ�｢�1，000 �ﾘ�(ﾘ(��ﾅ2� 

19 ��8ﾉj�I�Y^8�冰9[ｨ�｢�500 �ﾘ�)$�>ﾈﾅ9>�� 

20 俛Y68ｶy[ｨ����+y�ﾘ�｢�450 �ﾘ�)$�ｸﾅ9>�� 

21 冢ﾉ�ｩ>����407 �ﾘ�)$�ｸﾅ9>�� 

22 兀�$ｩ:�樞�400 俔ﾘ�)��闇9>�� 

23 ��Ynﾈｷh嚢��nX���400 ��ｸ�)7�ﾋHﾅ9>�� 

24 伜)>�堅嚢��nX�����ﾉdﾈ�｢�361 �ﾘ�(ﾏ�nﾈﾅ9>�� 

25 俑�釐ｪ�X��nX���340 �ﾘ�(ﾌ8�8ﾅ9>�� 

26 冢ﾉ�8嚢��nX���285 �ﾘ�(ﾘ(��ﾅ2� 

27 ��9YI�餮h��.X迄�｢�250 �$�)�H皐ﾅ9>�� 

28 ����ｨﾛh��nX���240 �$�(ﾄｹ68ﾅ9>�� 

29 ���ｩ(�X��nR�220 俔ﾘ�)�8皐ﾅ9>�����闇9>�� 

30 �'ﾉ69d��8��.���｢�200 ��做)>�� 

31 �8ﾈｼｩ?ﾉ;����h泚+ﾉ(��｢�200 俔ﾘ�)�8皐ﾅ9>�� 

32 �(h夊ﾛhｽ�ｨ�����200 俔ﾘ�)�8皐ﾅ9>�����闇9>�� 

33 傅ﾉk�>r�182 俔ﾘ�(蟹'�ﾅ9>��信長側室 

34 �ﾙYｸ�YH���8�(�｢�160 俔ﾘ�)��闇9>�� 

35 儻hｭH�[ｨ���133 �ﾘ�)$�ｸﾅ9>�� 

36 ��仗�ﾘ�ｨｬ�倬ｲ�118 俔ﾘ�(ﾄ冏ｸﾅ9>�� 

37 �6�_9+x樞�80 �ﾘ�(ﾕ��伜ﾘ�ｩ|xﾅ9>�� 

38 儻9k��71 俔ﾘ�(ｩy�hﾅ9>�� 

39 倅��ﾂ�50 俔ﾘ�)�8皐ﾅ9>�� 

40 仆Igｸﾏi[b�20 ���69�9���8ｪ�>��判物 

名古屋市博物館編『豊臣秀吉文書集四』（吉川弘文館〇二〇一八）より作成

（5）


